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厚 生 委 員 会 資 料 

保健福祉部生活援護担当 

 

新型自立支援センター「（仮称）中野寮」に関する 

検討委員会設置等（案）について 

 

 

  中野区は路上生活者対策事業に係る都区協定に基づき、平成 23 年度新型自

立支援センターの設置を予定している。 

設置に関して必要な事項を協議するため、新型自立支援センター「（仮称）

中野寮」に関する検討委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、路上生

活者対策における区の役割をはじめ、区民理解の促進や、候補地選定の基本

的考え方に関して検討する。 

 

１．協議事項  

（１）路上生活者対策事業等への取り組みにおける中野区の基本姿勢 

（２）住民理解を基にした施設の設置にあたっての基本姿勢 

（３）中野区が候補地を選定する場合の基本姿勢 

（４）その他 

 

２．委員構成 

 委員会は、次に掲げる区分に従い、委員１２名をもって構成する。 

（１）学識経験者          ２名 

（２）公募委員           ２名 

（３）町会連合会代表           １名 

（４）商店街連合会代表       １名 

（５）民生委員代表         １名 

（６）小学校校長代表        １名 

（７）中野区内警察署        ２名 

（８）東京都生活福祉部       １名         

 （９）保健福祉部長         １名   

     ※ 事務局  中野区、特別区人事・厚生事務組合 

 

３．設置期間 

委員会は平成 20 年 9 月に設置し協議事項の検討の終了をもって廃止する。 



４．今後のスケジュール 

  平成 20 年８月  各団体への委員選出要請 

       ８月   公募委員の募集（区報・ホームページ） 

           公募委員選考会 

  平成 20 年９月  第 1 回検討委員会 

※ 年度内に提案をまとめる予定 

  平成 21 年４月  新型自立支援センター設置に関する報告書公表 

  平成 21 年度   候補地選定委員会開催 

候補地の選定・決定 

                     議会報告・地域説明 

  平成 22 年度   工事（東京都） 

           運営委託事業者選定・運営準備（特別区人事・厚生事務組合） 

  平成 23 年度   自立支援センター開設（施設機能は新型） 

  平成 25 年度   新型自立支援センター移行 

 

 

自立支援住宅 
各ブロック 50戸 自立準備・家賃自己負担 

新型自立支援センター 
・シェルター部門  
一時保護、アセスメント、生活指導等 
・就労支援部門   
就労支援・生活、住宅相談・技能講習等 
 

ホームレス地域生活移行支援事業 
借り上げアパート 各ブッロク 300戸 

緊急一時保護センター 
定員 100人 
一時保護、アセスメント等 

自立支援センター 
定員 50人 
就労支援・生活、住宅相談 
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